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○入間市要援護高齢者等タクシー利用料金助成に関する要綱 

平成１２年５月２５日 

告示第９６号 

（目的） 

第１条 この要綱は、要援護高齢者等が老人福祉施設等を利用し、又は病院等の医療機関へ

通院等する際にタクシーを利用した場合、当該利用料金の一部を助成することにより、要

援護高齢者等の自立を支援し、もって要援護高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 要援護高齢者等 市内に住所を有し、かつ、介護保険法（平成９年法律第１２３号）

第１９条に規定する認定を受けた者をいう。ただし、入間市重度心身障害者福祉タクシ

ー利用料金助成に関する要綱（昭和５６年告示第１８号）第２条第１号に規定する重度

心身障害者を除く。 

(2) 老人福祉施設等 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に規定する老人福祉施設

及び介護保険法第８条第２５項に規定する介護老人保健施設をいう。 

(3) 事業者 一般乗用旅客自動車運送事業を営む者のうち市長が指定した者をいう。 

(4) タクシー 事業者がその事業の用に供する自動車をいう。 

（平１８告示３３・平２０告示６８・一部改正） 

（助成等） 

第３条 この事業による助成は、入間市要援護高齢者等タクシー利用券（様式第１号。以下

「利用券」という。）を要援護高齢者等に交付することにより行うものとする。 

２ 助成額は、利用券１枚につき５００円とする。 

３ 利用券の交付枚数は、別表に掲げるとおりとする。 

４ 利用券は、１回の利用につき、２枚まで使用できるものとする。 

５ 利用券によって助成される額がタクシーの利用料金の額に満たないときは、その不足額

は当該タクシーを利用した要援護高齢者等の負担とする。 

６ 利用券は、再交付しない。 

（令３告示１１・一部改正） 

（利用の申請等） 

第４条 利用券の交付を受けようとする者は、入間市要援護高齢者等タクシー利用券交付申

請書（様式第２号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、審査し、適当と認めたときは、入間市要

援護高齢者等タクシー利用券交付決定・却下通知書（様式第３号）により申請者に通知す

るとともに、利用券を交付するものとする。 

３ 市長は、前項の規定によりタクシー利用料金の助成の決定をしたときは、当該決定者を

入間市要援護高齢者等タクシー利用者登録台帳（様式第４号）に登録し、利用券の交付状
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況を常に明確にしておくものとする。 

（利用券の提出） 

第５条 利用券の交付を受けた者が、利用券を使用してタクシーを利用しようとするときは、

当該タクシーの乗務員に対し、利用券を提出しなければならない。 

（有効期限） 

第６条 利用券の有効期限は、当該年度の３月末日までとする。 

（届出） 

第７条 第４条第２項の規定により利用券の交付を受けている者は、申請書に記載した事項

に変更があったときは、入間市要援護高齢者等タクシー利用申請事項変更届（様式第５号）

により、速やかに市長に届け出なければならない。 

（平２９告示１５・旧第８条繰上） 

（譲渡等の禁止） 

第８条 利用券は、これを譲渡し、又は不正に使用してはならない。 

（平２９告示１５・旧第９条繰上） 

（利用券の返却） 

第９条 利用券の交付を受けている者は、要援護高齢者等でなくなったときは、未使用の利

用券を市長に返却しなければならない。 

（平２９告示１５・旧第１０条繰上） 

（助成の取消し等） 

第１０条 市長は、偽りその他不正の行為によって、この要綱に定める助成を受けた者に対

し、助成の決定を取り消すとともに、既に助成した金額の全部又は一部を返還させること

ができる。 

（平２９告示１５・旧第１１条繰上） 

（協定の締結） 

第１１条 市長は、要援護高齢者等が円滑にタクシーを利用できるよう、事業者と協定を締

結するものとする。 

（平２９告示１５・旧第１２条繰上） 

（雑則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

（平２９告示１５・旧第１３条繰上） 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１３年告示第１８５号） 

この告示は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年告示第５１号） 

この告示は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年告示第３３号） 

この告示は、平成１８年４月１日から施行する。 
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附 則（平成２０年告示第６８号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年告示第２４１号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年告示第１５号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、様式第２号の改正規定及び様式

第５号の改正規定（「あて先」を「宛先」に改める部分に限る。）は、公布の日から施行す

る。 

附 則（令和３年告示第１１号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

（平１７告示５１・全改） 

 

入間市要援護高齢者等タクシー利用券交付枚数 

 

様式 省略 

申請月 交付枚数 

4月から6月まで 24枚 

7月から9月まで 18枚 

10月から12月まで 12枚 

1月から3月まで 6枚 


